
第１号様式
一般競争入札参加申込書

　　年　　月　　日

長崎県立佐世保高等技術専門校
校長　川内野　寿美子　　様

　　　　　　　　　　　　（申込者）住所又は所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称

及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
令和８年３月１１日に実施される下記自動販売機（飲料）の設置場所の貸付に係る入札に参加したいので、次のとおり必要書類を添えて申し込みます。
また、県のホームページ等に決定金額及び事業者名を掲載することに同意します。
　なお、この申込書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記
１　入札参加を希望する物件
	物件

番号
	施設名
	所　在　地
	貸付箇所
	貸付面積
（㎡）
	設置

台数

	１
	長崎県立佐世保高等技術専門校
	長崎県北松浦郡佐々町小浦免１５７２－２６
	学生ホール１階
	1.2㎡
	１台


２　添付書類（ 提出する書類に○ を付けてください。）

（　）誓約書（第２号様式）
（　）商業・法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（コピーで可）
（　）住民票（コピーで可）
（　）使用印鑑届（第３号様式）
（　）長崎県税に関し未納がないことを証する証明書（コピーで可）
（　）消費税及び地方消費税の未納がないことを証する証明書（コピーで可）
（　）自動販売機設置等の実績を証明する書類（任意様式）

（　）設置する自動販売機のカタログ（コピーで可）
（　）委任状（権限を支店（社）長等に委任する場合のみ添付すること。）

３　担当者名等（県から問い合わせ等を行う場合がありますのでご記入ください。）

担当者名

所属部署

電話番号

Ｆ Ａ Ｘ

電子メール
備考　１　権限を支店（社）長等に委任する場合は、申込者は受任者（支店（社）長等）としてください。
　　　２　商業・法人登記簿謄本、住民票、長崎県税に関する納税証明書、消費税及び地方消費税に関する納税証明書は、参加申込日前３月以内に発行されたもの（その写しで可）としてください。なお、権限を支店（社）長等に委任する場合は本店（社）のものを提出してください。
　　　３　自動販売機設置等の実績を証明する書類（任意様式）は、権限を支店（社）長等に委任する場合は受任者（支店（社）等）での実績を証明する書類を提出してください。
第２号様式

誓　　約　　書

　　年　　月　　日

長崎県立佐世保高等技術専門校
校長　川内野　寿美子　様

住所又は所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称

及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　　印

私は、長崎県が実施する自動販売機（飲料）設置場所の貸付に係る一般競争入札の参加申込にあたり、次の事項を誓約します。

１　自動販売機の管理運営について３年以上の実績がありその管理・運営には支障ありません。

２　現在、地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号に規定する者に該当しておりません。

３　現在、地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号に規定する、一般競争入札への参加を制限される決定を受けていません。

４　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団、及び同法第２条第６号に規定する暴力団員に該当しません。

５　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第５条第１項に規定する観察処分を受けた団体に該当しません。

６　長崎県暴力団排除条例（平成23年長崎県条例第47号）第33条第７項の規定に該当する者ではありません。

７　長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者ではありません。

８　長崎県内に本店、支店又は営業所を有しています。（法人の場合のみ）

９　入札について、一般競争入札参加要領の記載事項及び貸付契約書の約定を承知の上、参加しますので、後日これらの事柄について長崎県に対し一切の異議、苦情を申し立て致しません。

注）権限を支店（社）長等に委任する場合は、本店（社）の誓約書と支店（社）等の誓約書をそれぞれ提出してください。
第３号様式

使　　用　　印　　鑑　　届
	


弊社（店）が貴県との取引上使用する書類には、すべて上記の印鑑を使用いたしますので届け出ます。

　　年　　月　　日

長崎県立佐世保高等技術専門校
校長　川内野　寿美子　　様

住所又は所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称

及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　　印

注）権限を支店（社）長等に委任する場合は支店（社）等の使用印鑑届のみで可とします。
第４号様式
	委　　任　　状
　  　　　商号又は
　　  　　名    称　　　　　　　　　　　　　　　
　私は、　役 職 名　　　　　　　　　　　　　　　を代理人と定め下記権限を
　　　　　氏    名　　　　　　　　　　　　　　　
　　　委任します。
　　　　１　令和８年３月１１日に実施される下記自動販売機（飲料）設置場所貸付の入札・契約締結に係る一切の権限
　　　　２　契約締結後の自販機の設置・運用に係る一切の権限
入札物件

物件

番号

施設名

所　在　地

貸付箇所

貸付面積（㎡）

設置

台数

１
長崎県立佐世保高等技術専門校
長崎県北松浦郡佐々町小浦免１５７２－２６
学生ホール１階
1.2㎡
１台
　　　委　任　期　間
　　　　　　　自　　　　　　年　　　　月　　　　日
　　　　　　　至　　　　　　年　　　　月　　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
　　　　　　　　　　　　　　所   在   地
　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　㊞



注　１　委任状は、権限を支店（社）長等に委任する場合のみ記入すること。
　　２　委任期間の末日は貸付期間（契約期間）の末日から1か月後とすること。

第５号様式　＜建物の場合＞
入　　　札　　　書
                                         　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
長崎県立佐世保高等技術専門校
校長　川内野　寿美子　様

入札者　　住　　所
　　　　　　　　　　　　　  （所在地）
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　 （名称及び代表者名）
代理人　　住　　所
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
一般競争入札参加要領記載の事項及び貸付契約書の約定を承知し、下記のとおり入札します。
記
物件番号　　１
入 札 名　　自動販売機（飲料）設置場所貸付に係る入札（施設名　長崎県立佐世保高等技術
専門校）
貸付期間　　令和８年４月１日から令和１１年３月３１日

	入 札 金 額


	　　　￥　　　　　　　　　　　　　　　　


備考　１　入札金額は、貸付期間中の貸付料の総額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を記入してください。
　　　２　入札金額は、アラビア数字を使い、訂正又は抹消することはできません。
３　入札者本人により入札する場合は、入札者の住所、氏名を入札者住所氏名欄に記名押印（届出済みの印鑑）してください。代理人欄は空欄で結構です。
　　　４　代理人により入札する場合は、代理人は、委任者の住所、氏名を入札者住所氏名欄に記入（押印不要）したうえ、代理人の住所、氏名欄に記名押印（委任状に押印した印鑑）してください。

第６号様式

（入札用封筒）

　　（表面）

	物件番号　１
入札名：自動販売機（飲料）設置場所貸付に係る入札
（施設名　長崎県立佐世保高等技術専門校）

入　　　札　　　書

                                  氏 名　　　　　　　　　　　印


第７号様式
委　　　任　　　状

                                     　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

長崎県立佐世保高等技術専門校
校長　川内野　寿美子　　様

委任者　　住所又は所在地

氏名又は名称

及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　印 

私は、次の者を代理人として定め、下記物件の一般競争入札に関すること及びこれに付帯する一切の権限を委任いたします。

　　　　　　　　　　　　　　代理人　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　印
記

	物件
番号
	施設名
	所　在　地
	貸付箇所
	貸付面積（㎡）
	設置

台数

	１
	長崎県立佐世保高等技術専門校
	長崎県北松浦郡佐々町
小浦免１５７２―２６
	学生ホール１階
	1.2㎡
	１台


備考　１　委任者の印鑑は届出済みの印鑑を使用して下さい。

２　代理人の印は、代理人が入札で使用する印（認印可）を押印して下さい。

入札日に持参する書類等チェックリスト

	入　札
参加者
	当日会場に

来られる方
	持　参　す　べ　き　書　類　等

	個
人
の
場
合
	本　人
	□　印鑑（届出済みの印鑑）
□　入札保証金（入札金額の5/100以上に相当する現金若しくは
　支払地が県内で銀行が振出人である小切手）
□　入札書
□　入札用封筒

	
	代理人
	□　代理人の印鑑（委任状に押印した印鑑）
□　入札保証金（入札金額の5/100以上に相当する現金若しくは
　支払地が県内で銀行が振出人である小切手）
□　入札書
□　入札用封筒
□　委任状

	法
人
の
場
合
	代表権を

有する者
	□　法人（会社・団体等）の印鑑（届出済みの印鑑）
□　入札保証金（入札金額の5/100以上に相当する現金若しくは
　支払地が県内で銀行が振出人である小切手）
□　入札書

□　入札用封筒

	
	代理人
	□　代理人の印鑑（委任状に押印した印鑑）
□　入札保証金（入札金額の5/100以上に相当する現金若しくは
　支払地が県内で銀行が振出人である小切手）
□　入札書
□　入札用封筒
□　委任状


（注）　提出された書類は返還いたしませんのでご了承願います。
落札後に必要となるもの
１　契約保証金
（１）貸付料総額の100分の10以上に相当する金額を落札決定の日から７日以内にお支払いいただきます。

（２）契約保証金につきましては、現金若しくは支払地が県内で銀行が振出人である小切手によりお支払いいただくか、県が発行する保管金払込書により銀行でお支払いいただくこととなります。

（３）申出により入札保証金を充当できます。

（４）契約保証金は、契約期間が満了し、貸付物件の原状回復及び電気料の納入を確認後、借受人（落札者）の請求に基づき返還します。

（５）契約保証金は、その受入期間について利息は付けません。
２　貸　付　料
　　貸付料総額のうち当該年度分を、県の発行する納入通知書により、契約書に規定された期日までに、県が別途発行する納入通知書によりお支払いいただきます。
３　収入印紙

　　建物の賃貸借により自動販売機を設置する場合は、契約書に係る印紙税は課税されません。
　
【関係法令】


○地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）より一部抜粋


（一般競争入札の参加者の資格）


第167 条の４　普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。


(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者


(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者


(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第1 項各号に掲げる者


２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。


(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。


(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連


合したとき。


(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。


(4) 地方自治法第234条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。


(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。


(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。


(7) この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。


○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）より一部抜粋


（定義）


第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。


(2) 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。


(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。


○無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）より一部抜粋


（観察処分）


第５条 公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、３年を超えない期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付する処分を行うことができる。


(1) 当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること。


(2) 当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であること。


(3) 当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員（団体の意思決定に関与し得る者であって、当該団体の事務に従事するも


のをいう。以下同じ。）であった者の全部又は一部が当該団体の役員であること。


(4) 当該団体が殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領を保持していること。


(5) 前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実があること。


○長崎県暴力団排除条例（平成23年長崎県条例第47号）より一部抜粋


（公表等）


第33 条


７ 知事は、第31条第２項の勧告又は同条第３項の規定による契約解除の要求を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告等に従わないときは、規則で定めるところにより、相当の期間を定めて県が行う入札に参加させないこと等の必要な措置を講ずることができる。











2

